
  

2 月４日に立春を迎えます。 

春の気配を感じられるようになります。 
もうしばらくすると、ようやく冬から解放されそうです。 

しかし立春を迎えても、まだまだ寒い日が続きますので

体調管理を十分にご注意ください。 

戸外に出ると、吐く息は白く、風もまだ冷たいですが、

子どもたちは元気に走り回り、身体を動かしています。 

○今後の予定 
☆３月 ５日（木）そら組 お別れ遠足 

☆３月２４日（火）卒園式・修了式 

 

令和８年 

○行事の予定 
★３日（火）に『節分会』をします。 

園内で豆まきをします。 
 

★４日（水）に『生活発表会 第２回総合練習』を 

予定しています。 

 

★１０日（火）に『写真撮影』です。 

 生活発表会の衣装を着て、集合写真を撮影いたします。 

つき組・にじ組・そら組（3～5歳児クラス）です 

 

★１４日（土）は『生活発表会』です。 

 つき組・にじ組・そら組（3～5歳児クラス）が行ないます。 

 

まだまだインフルエンザの流行に注意です 

 

昨年からインフルエンザの流行が続いております。 

最近ではインフルエンザの流行が A 型から B 型に変わってきた

とニュースで取り上げられていました。 

昨年 11 月から流行していたのは A 型、今流行し始めているのが

B 型で、どちらも異なるウイルスが原因なので、流行する時期が 

違うと両方に感染する可能性もあるそうです。 

主な症状は同じですが、A 型は高熱でせきなどの症状が目立つ。

B 型は A 型ほど高熱にならないが、腹痛や下痢、嘔吐などの症状が

目立つ。と違いがあります。 

どちらも基本的な感染対策が有効です。マスクの着用・手洗い・

部屋の加湿、健康（免疫力）に気を付けることが予防に繋がると 

思います。 

これからも体調の変化に注意を払い、普段と違う様子を感じたら

医療機関にご相談ください。 

※小児・未成年の患者は、急に走り出す・部屋から飛び出そうとする・

ウロウロと徘徊する等の異常行動を起こすおそれがあるので、自宅で

療養する場合は、少なくとも 2 日間、保護者は小児・未成年者が一人

にならないよう配慮しましょう。 



  

 

2026 年 2 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

節分会 生活発表会 元気タイム
第2回総合練習 (2・3・4・5歳児)

8 9 10 11 12 13 14

安全教室 写真撮影 建国記念の日 生活発表会

(3・4・5歳児)

15 16 17 18 19 20 21

避難訓練 発育測定 元気タイム
(2・3・4・5歳児)

22 23 24 25 26 27 28

天皇誕生日 みんなであそびましょう 誕生日会 元気タイム
(2・3・4・5歳児)

よていひょう

保育利用時間について 
 

★ 保育利用時間は、犬山市に申請された通りの

時間でお願いいたします。 

尚、申請された利用時間を超える保育時間を

ご希望の方は、延長申請が必要になります。 

○ 延長料金は基本翌月のはじめに集金させて 

いただきます 
 

 保育標準時間 7：00～18：00(11時間) 

 保育短時間 8：00～16：00(８時間) 

 2月分の諸費 保護者会費 絵本代  ※ 金曜日の｢元気タイム｣がある時には、 

３･４･５歳は体操服を着て登園して 

ください。 

※ 保育料の引き落とし日は、市役所からの 

手紙をご確認ください。 

※ 予定は変更になる事があります。 

変更の場合は玄関に掲示あるいは、 

メールにてご連絡いたしますので、 

ご確認ください。 

そら組(5歳児) ４００円 ４８０円 

にじ組(4歳児) ４００円 ４８０円 

つき組(3歳児) ４００円 ４５０円 

ほし組(2歳児) ４００円 ４６０円 

はな組(1歳児) ４００円  

ゆめ組(0歳児) ４００円  

○給食費（３・４・５歳児） 

1ヵ月につき、6,000円 

〇 
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